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【あらまし】

本件は、高級カタログの製作を手掛ける印刷会

社Ｂが、試用期間中の従業員ＡにＢ会社所有地売

却に関する業務妨害ないし、業務上の指示命令違

反の非違行為があったとして、試用期間が満了し

た同人の本採用を拒否したところ、Ａがこれを不

服として、Ｂ会社に対し、雇用契約上の地位の確

認と賃金の支払いを求めた事案である。

【結果】

Ｂ会社のＡに対する本採用拒否は、合理的理由

及び社会的通念上の相当性を欠き、無効であると

して、Ａの請求が認められた。

【要点】

①試用期間中の労働契約は、使用者の解約権が留

保されている労働契約である。

②その留保解約権の行使は、採用後の調査や勤務

状態の視察を行って採否の最終決定を行うとい

う解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に

合理的な理由が存し、社会通念上相当と是認され

うるものでなければならない。

③Ｂ会社が主張する本採用拒否の理由のうち、

ア Ｂ会社所有地の売却に関するＡの業務妨害

については、Ａにおいて明渡妨害の意図が認めら

れず、本採用の可否の判断に際し、これをＡの不

利益に判断することは相当ではない。

イ 採用にあたっての虚偽申告については、そも

そもこれが認められない。

ウ 規則秩序違反については、確かにＡにおいて

誓約保証書を提出しなかったり、給料遅配の際に

Ａが部長に説明文書を書くよう迫った行為はあ

るが、前者は給料に不満があったためであり、後

者は再度遅配という非常事態における行為で組

合もＢ会社を非難していた中でのことであった

ことから、これらを本採用可否の判断に際し、Ａ

の不利益に判断することは相当でない。
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ＰＯＩＮＴ 試用期間中の非違行為により本採用拒否できるか

エ 業務上の指示命令違反については、Ａは概ね

誠実に職務を果たしていた。

④以上に加えＢ会社の給料遅配発生後、Ａが組合

の集会等に参加するようになりＡは、Ｂ会社の総

務部長から幾度となく組合加入の有無を聞かれ

ていたことをも考慮するならば、Ａに対する本採

用拒否が、合理的理由があり、社会的通念上相当

なものであったとは認められない。

【解説】

試用契約の留保解約権行使に基づく本採用拒

否は、通常の解雇より広く認められるべきである

とされていますが、およそ留保解約権の行使も使

用者に認められた権利の行使である以上、その権

利行使に濫用があれば無効とされることになり

ます。すなわち、留保解約権の行使（本採用拒否・

試用期間中の解雇）は「解約権留保の趣旨、目的

に照らして客観的に合理的な理由が存じ社会通

念上相当として是認されうる場合」でなければ無

効とされることになります。

本件では、以上のような判断枠組を前提として

詳細な事実認定がなされた結果、Ａの本採用拒否

について、合理的理由および社会的通念上の相当

性を欠く無効なものと判断されました。

【アドバイス】

会社が人を採用する際、どのような人材を採用

するのかについては、会社に広い裁量権が認めら

れていますが、一度採用してしまうと、会社側に

は採用責任というものが生じます。つまり、会社

の経営方針やルールなどをきちんと理解させ、会

社のカラーに合う人材に育てる義務が生じるわ

けです。従いまして、会社として、きちんと教育

の機会を与え指導し、改善や注意を促しているか

どうか、会社の風土にあった人材に育てる努力を

しているかどうか、会社としての採用責任をきち

んと果たしたと言えるかどうかがポイントとな

ります。
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このレポートは，実際の事例を

もとに，何が紛争のポイントな

のか？また紛争を事前に防ぐた

めの事業主としてすべきことな

どを簡潔にまとめました。是非

参考になさって下さい。


